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広島市大規模小売店舗地域貢献ガイドラインの概要 

 

１ ガイドラインの策定趣旨 

 

 

店舗設置者が円滑な出店を実現するためには、住民等の生活環境悪化に対する懸念を

できる限り取り除き、住民の生活ニーズにあった出店計画を立てることが求められてい

ます。このため、店舗設置者は、事前に住民等に対し、出店についての情報提供を行う

とともに、住民等とのコミュニケーションを通じて出店計画に住民等の意見を取り入れ

ることが重要です。 

また、大規模小売店舗が、地域の一員として、地域の実情に即した地域貢献を行って

いくことは、快適で暮らしやすいまちづくりの実現につながるとともに、店舗設置者に

とっても、自らが設置した店舗への住民等の信頼が得られ、継続して安定した事業展開

をもたらすと考えられます。 

以上のことから、本市として、住民等が、出店予定店舗の計画内容をあらかじめ知る

ことができ、また、店舗設置者が行う地域貢献活動の内容を知ることができるよう、大

規模小売店舗の設置者に対し、出店計画書及び地域貢献計画書の提出を求めることとし、

両計画書に盛り込むべき内容や計画書の提出時期、手続等を明確化するため、ガイドラ

インを策定することにしました。 

 店舗設置者各位には、以上の趣旨を御理解いただき、是非御協力をお願いします。 

 

 

 

２ 施行時期等 

(1) 施行時期 

このガイドラインは、平成２１年(2009年)４月１日から施行します。 

(2) 改正時期 

このガイドラインは、平成２２年(2010年)４月１日から一部改正します。 

このガイドラインは、平成２３年(2011年)４月１日から一部改正します。 

このガイドラインは、平成２４年(2012年)４月１日から一部改正します。 

このガイドラインは、令和元年(2019 年)５月１日から一部改正します。 
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３ ガイドライン 

(1) 出店計画書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①新設大規模小売店舗 
②既設大規模小売店舗のうち、1,000 ㎡又は増加前の１割を超える店舗
面積を増床する店舗 

一
か
月
以
内 

住民意見、関係行政機関・広島市関係課からの意見を考慮し、 

大店立地法の届出 

【設置者】 【広島市】 【住民等】 

出店計画書の提出 

出店計画書の公表

（ホームページ）・報

道機関への情報提供 

出店計画説明会の

開催 

出店計画書について

の質問・意見 

説明会開催結果 

報告書の提出 

出店計画書 

に対する意見 

原則として次のうち最も早い時期までに提出 
・都市計画法第２９条第１項又は第２項の規定による許可の申請時（開発行為許可申請） 
・農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定による許可の申請時（農地転用許可申請） 
・建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請の３か月前（建築
確認申請） 

・大店立地法第５条第１項の規定による届出又は第６条第２項若しくは附則第５条第１項の
規定による届出の３か月前（新設届出、変更届出） 

出店計画書の受理 

説明会開催結果 

報告書の受理 

説明会開催結果 

報告書の公表 

（ホームページ） 

速
や
か
に 
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(2) 地域貢献計画書の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地域貢献計画書の提出の対象となる店舗の②のうち「出店計画書」の提出の対象とならない店舗

の設置者は、地域貢献計画説明会の開催に代えて、計画の内容を店内に掲示するとともに、自治会、

商工団体等の地域団体に配布するなど計画の周知に努めてください。 

 

 

①新設大規模小売店舗 
②既設大規模小売店舗のうち、大店立地法第６条第２項又は附則第５条第１項
の規定による変更の届出を行う店舗 

一
か
月
以
内 

【設置者】 【広島市】 【住民等】 

地域貢献計画書の提出 

地域貢献計画書の公表 

（ホームページ） 

地域貢献計画説明会

の開催（※） 
地域貢献計画書につ

いての質問・意見 

説明会開催結果 

報告書の提出 

店舗開店等 

速

や

か

に 

上記①及び②のうち「出店計画書」の提出の対象となる店舗の設置者は「出店計画書」
と同時期に提出 
それ以外の設置者は大店立地法第６条第２項又は附則第５条第１項の規定による変
更の届出と同時期に提出 
計画期間：開店又は変更予定年度を含む５事業年度分（計画期間が終了する３か月前
までに次の５事業年度分の計画を提出） 

 

地域貢献実施状況 

報告書の提出 

地域貢献計画書の受理 

説明会開催結果 

報告書の受理 

説明会開催結果 

報告書の公表 

（ホームページ） 

毎事業年度終了後３か月以内に１事業年度分の報告書を提出。 
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地域貢献活動事例 

項目 細目 

１ 地域づくりへの参画・協力 (1) 交通安全市民運動への協力 

(2) 地域の祭り、行事等への協力 

(3) 地域づくりに取り組む団体への協力 

(4) コミュニティスペースの提供 

(5) 地域住民等との協議等 

２ 地域産業活性化の推進 (1) 商店街振興組合、商工会等への加入 

(2) 商店街、商工会等が実施する各種行事等への協力 

(3) 地元産品の積極的なＰＲと販売促進 

(4) 地域又は市内事業者のテナント入居等 

３ 地域雇用の確保 (1) 地域からの雇用の促進 

(2) 安定的雇用の確保 

(3) 障害者、高齢者、母子家庭の母等の雇用の促進及び労働

環境の整備 

(4) 仕事と家庭を両立できる環境づくりの推進 

(5) インターンシップの受入れ 

４ 防犯・青少年非行防止対策の

推進 

(1) 安全なまちづくり運動への協力 

(2) 青少年非行防止への協力 

(3) 店舗及びその敷地内での防犯対策の実施 

(4) 深夜営業時及び営業時間外における防犯対策・青少年非

行防止対策の実施 

(5) 緊急通報体制の確保 

５ 地域防災対策の推進 (1) 災害等発生時における避難場所等の提供 

(2) 災害時における避難情報の発信 

(3) 災害時における物資の提供 

(4) 災害時における地域住民との連携 

(5) 災害時におけるボランティア活動への支援 

(6) 災害時における業務の継続 

(7) 防災訓練等への参加・協力 

(8) 救急救命の取組 

６ 環境対策の推進 (1) 地球温暖化対策・省エネルギー対策の実施 

(2) 環境美化対策の実施 

(3) 水循環確保対策の実施 

(4) リサイクル対策の実施 

(5) 廃棄物減量化 

(6) 生活環境への配慮 

(7) 環境全般への配慮 

７ 子ども、高齢者、障害者等へ

の配慮 

(1) ユニバーサルデザインに配慮した店舗づくり 

(2) 子育て支援 

(3) 子どもたちの健全育成への支援 

(4) 地域の障害者支援施設等の活動への協力 

(5) 高齢者、障害者等に配慮した取組 

８ 核テナント撤退や店舗閉鎖時

の対応 

(1) 早期の情報提供 

(2) 後継店の確保 

(3) 従業員の雇用の確保 

(4) 取引先企業に対する対応 

(5) 店舗閉鎖に伴う環境悪化の防止 

(6) 再利用可能な建物の建築 

９ その他 (1) 健康づくりの推進 

(2) 景観形成、街並みづくりへの協力 

(3) 平和への取組の推進 

(4) 地方創生の推進 

(5) 地域貢献活動の実施体制の整備 



 

〔参考〕 

１ 大規模小売店舗の新設届の件数（令和 5年(2023年)3月 31日現在） 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平成12年度（2000年度）

平成13年度（2001年度）

平成14年度（2002年度）

平成15年度（2003年度）

平成16年度（2004年度）

平成17年度（2005年度）

平成18年度（2006年度）

平成19年度（2007年度）

平成20年度（2008年度）

平成21年度（2009年度）

平成22年度（2010年度）

平成23年度（2011年度）

平成24年度（2012年度）

平成25年度（2013年度）

平成26年度（2014年度）

平成27年度（2015年度）

平成28年度（2016年度）

平成29年度（2017年度）

平成30年度（2018年度）

平成31年度（2019年度）

令和2年度（2020年度）

令和3年度（2021年度）

令和4年度（2022年度）

件

5,000㎡未満 5,000㎡以上10,000㎡未満 10,000㎡以上30,000㎡未満 30,000㎡以上

※ 大店立地法第６条第５項の規定による大規模小売店舗廃止届出書が提出された店舗 

については、件数から除く。



  

 

２ 店舗面積の規模別の住民等意見提出件数及びその割合（令和 5年(2023年)3月 31日現在） 

店舗面積 

新設届出
件数 

 
（Ａ） 

（Ａ）のうち、住民
等意見が提出された

新設届出件数 
（Ｂ） 

住民等意見が提出
された割合 

 
（Ｂ／Ａ×100） 

1,000㎡超2,000㎡未満 50  17  34.0%  

2,000㎡以上5,000㎡未満 23  7  30.4%  

5,000㎡以上10,000㎡未満 21  8  38.1%  

10,000㎡以上 14  9  64.3%  

合計 108  41  38.0%  

※ 大店立地法第６条第５項の規定による大規模小売店舗廃止届出書が提出された店舗 

については、件数から除く。 


